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要援護者の特徴 

（「長野県要援護者防災・避難マニュアル策定指針」平成24年3月より） 

 

１ 身体障害 

身体障害とは、永続する身体機能の一定以上の障害をいい、長期にわたり日常生活又は社

会生活に制限が生じます。本人（１５歳未満の場合は保護者）の申請により、一定以上の

障害があった場合は身体障害者手帳が交付されます。 

身体障害者福祉法に定められている障害には次のものがあります。 

(1) 肢体不自由 

脊髄や頸椎の損傷、筋骨系の異常、欠損や切断、脳血管障害等により手足の運動機能や体

位の維持に障害のある状態です。 

脊髄や頸椎の損傷等による体幹（頸部・胸部・腹部・腰部）の機能障害では、発汗、体温

調節、排尿、排便等の自律神経の障害を伴うことが多くあります。 

乳幼児期以前の脳性麻痺などによる脳の運動制御機能の障害や、脳出血・脳梗塞等の疾病

では、自力での移動困難や不随意運動（自分の意志によらない運動）のため手足が思うよ

うに動かせなかったり、筋肉の緊張により動作がぎこちなかったり緩慢だったり、麻痺し

ていることがあります。 

(2) 視覚障害 

視力や視野に障害のある状態です。 

視力の障害では、光を全く感じない全盲から眼鏡等の使用により文字が識別できる程度ま

であります。 

全盲の中でも先天性又は早い時期に視覚を失った場合は点字を使用する人が多いのですが、

全体的には点字の読み書きができない人が多いので、音声によるコミュニケーションが重

要です。 

視野の障害では、両眼の視野がそれぞれ１０度以内と極めて狭くなる状態や、周辺だけ見

える、あるいは左右いずれも半分しか見えない等様々です。 

視力や視野の障害があると、白杖や盲導犬の補助があっても、慣れない環境では周囲の状

況を把握しにくいため、単独での移動には困難が生じます。 

(3) 聴覚又は平衡機能の障害 

ア 聴覚障害 

音が聞こえなかったり、聴力が不十分な状態です。 

完全に聴力がない状態から、補聴器の使用により近くの会話がなんとか聞き取れる状態ま

であります。また、音を大きくしたり補聴器をつけたからといって、音は聞こえても音声

の識別ができるとは限りません。 

先天性、又は言語獲得期以前の幼少期から障害がある場合、音声言語機能に障害がなくて
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も言葉の聞き取りが困難なため、話すことに支障が生じることが多くあります。文章能力

も人によって差異があり、抽象的な表現が理解できなかったり、「てにをは」の使い方が

十分にできないなど、筆談をしてもうまく通じないことがあります。 

障害者となった時期や聴力の程度等により、手話・口話（発語及び読唇）・筆談・補聴器

による聞き取りなど、コミュニケーション手段は人により様々です。 

イ 平衡機能の障害 

内耳の中の三半規管による平衡機能に障害がある状態や、中枢神経系の働きによる姿勢や

動きを調整する機能に障害がある状態です。 

四肢体幹に異常がなくても、転倒したり著しくよろめくなど歩行困難が生じます。 

(4) 視聴覚重複障害（盲ろう） 

視覚と聴覚の両方に障害がある状態です。それぞれの障害の程度によって大きく分けると、

全盲ろう、弱視ろう、全盲難聴、弱視難聴の４つのタイプになります。また、さまざまな

情報から閉ざされるため、認識能力や知能の発達に遅れが生じるケースも少なくありませ

ん。 

障害者となった時期や程度により、コミュニケーション手段は、手話（触手話・接近手話

等）・点字・指点字・手書き文字・音声・筆談・指文字など実に多様です。 

家族との会話さえも困難を極め、単独での外出は危険が多く、孤独な生活を送る人が多い

のが現状です。 

(5) 音声・言語機能又はそしゃく機能の障害 

ア 音声・言語機能障害 

発声できない状態や、発声しても言語にならなかったり不明瞭な状態です。気管切開や咽

頭摘出をした場合は、口や鼻を通さず気管孔から空気を取り入れるため、においをかぐこ

とができません。 

また(3)アで先述したように、先天性、又は言語獲得期以前の幼少期から聴覚障害があるた

め、話すことに支障が生じている場合があります。 

イ そしゃく機能障害 

ものを飲み込めなかったり、かみ砕けない状態です。チューブにより食物を直接胃に流し

込まねばならなかったり、歯科矯正が必要となります。 

(6) 内部障害 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能に障害がある状態です。 

ア 心臓 

一定以上の身体活動により心臓に負荷がかかると、倦怠感、呼吸困難、手足のむくみ、狭

心症の発作などの症状が起こります。 

イ じん臓 

体内の水分や塩分の調節、老廃物の排泄、血圧等の調節が困難なため、水分や塩分摂取の

調整、食事療法、身体活動の制限が必要で、定期的な人工透析を必要とする人が大多数で
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す。 

ウ 呼吸器 

気管や肺の疾病等によりガス交換が十分に行われず、呼吸困難が生じるため、活動が制限

され、呼吸を助けるために酸素療法が必要な場合があります。風邪などの感染症は急速に

呼吸機能を悪化させるため、十分な注意が必要です。 

エ ぼうこう又は直腸 

自分の意志で尿や便の排泄がコントロールできないため、自分で管を使用して尿を体外へ

排泄することや、身体に造設された人工肛門（ストマ）からの定期的な排泄処理が必要で

す。 

オ 小腸 

通常の食事では栄養が不足するため、静脈注入による栄養補充が必要です。 

カ 肝臓 

様々な原因で肝臓機能が永続的に著しく低下すると、倦怠感や易疲労感等の症状が強くな

り、さらに進行すると肝臓移植が必要となります。 

キ 免疫機能 

ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）の感染により免疫をつくる機能が低下しているため、通

常では発症に至らない細菌やウイルス、カビなどが体内に侵入した場合に重い肺炎や癌な

どにかかり生命を失う危険があります。治療の段階や合併症の有無などにより、活動制限

も異なります。 

このウイルスの感染経路は、性的接触による感染や血液感染であり、それ以外の日常的な

接触では感染しません。 

２ 知的障害 

知的障害とは、発達期（おおむね１８歳まで）に生じる様々の原因により、知的能力の全

般的発達が不十分な状態にあるため、日常生活（社会生活、学習、日常生活動作等）に支

障が生じ、支援を必要とする状態にあるものをいいます。 

障害の程度は、一人では日常生活の維持ができず意志疎通も困難なため、常に介助や保護

が必要な程度から、就労や社会生活など一部の支援は必要であるが、一人で社会生活が可

能な程度まであります。 

本人又は保護者の申請により、一定程度の障害があった場合は療育手帳が交付されます。 

5 

３ 精神障害者 

精神障害とは、各種精神疾患などにより精神の機能に支障をきたし、日常生活の維持、社

会生活への適応などが著しく困難となる障害です。（発達障害や高次脳機能障害も、精神

障害に含まれる障害です。） 

障害の状態は、原因となる精神的な疾患などにより様々です。 

障害の程度は、一人では適切な日常生活の維持ができず適切な意思伝達も困難なため、常
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に援助が必要な程度から、通院や服薬によりわずかな援助で問題なく一人で社会生活が可

能な程度までありますが、多くの場合は継続的な服薬などの医療的ケアが必要です。 

本人からの申請により、一定程度の障害があった場合は精神障害者保健福祉手帳が交付さ

れます。 

４ 高齢者 

(1) 身体機能の低下 

身体的な特性は個人差が大きく、程度も千差万別ですが、加齢に伴って以下のような変化

がみられます。 

・ 視覚的に明暗に対する順応力が低下し、見えにくくなります。 

・ 聴力が衰え、特に高い周波数の音が聞き取りにくくなります。 

・ 臭覚が低下し、ガス漏れや料理の焦げ付き等に気がつきにくくなります。 

・ 触覚、温冷覚などの衰えにより、手から得られる情報が減り水やお湯の温度調節がわか

らなくなったりします。 

・ 足や手の関節や筋肉が衰えて、反射能力や運動機能が低下します。 

・ バランスを保つことが困難になり傾斜路、階段などでは転倒など起こしやすくなります。

また、立ち上がりに支えが必要となったり、膝を曲げることが困難となり日常生活に支障

がでてきます。 

・ 体温調節機能が低下し、寒ければ風邪を引きやすく、暑ければ暑さ負けを起こしやすく

なります。 

(2) 精神的機能の変化 

一般的に記憶力が低下してくることが多いのですが、認知症では、見当識障害（時間・場

所がわからない）、判断力低下等の症状が現れ、日常生活に大きな支障がでてきます。 

(3) 社会的孤立 

配偶者に先立たれたりした、独り暮らしの高齢者が増えてきています。 

社会的な役割がなくなり、家の中に閉じこもってしまい、地域とのつながりが希薄になっ

て孤立感をもつ高齢者が多くなっています。 

５ 妊産婦及び乳幼児 

妊産婦とは妊娠中または出産後1 年以内の者、乳幼児とは小学校就学前の者を 

いい、短期間のうちに心身の特性が大きく変化すること、個人間の差が大きいこ 

とが特徴です。 

（1）妊産婦 

妊娠初期は外見では妊婦であることがわかりませんが、つわりや倦怠感などの妊婦特有の

症状もあり、流産の危険が大きい時期です。 

中期以降は安定期に入りますが、胎児の発育に伴って母体の体型が変化し、足元が見えに

くく、動きにくくなります。また、疲れやすく、足のむくみや腰痛が出やすくなります。 

臨月が近くなると、胃の圧迫により食事の量が少なくなったり、膀胱や直腸への圧迫から
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頻尿や便秘がおこりやすくなります。 

妊娠全時期において、環境の変化（特に冷え）により、子宮の収縮を誘発し流早産を起こ

す危険があります。 

出産後は、母体の回復のために十分な休養が必要であり、またホルモンのバランスのくず

れなどからなるマタニティーブルーや産後うつ病といった精神面にも注意が必要です。 

災害等による身体的、精神的なショックにより母乳の分泌が減少したり、止まることがあ

ります。 

（2）乳幼児 

親や周囲の大人の保護下で生活する必要がある時期です。 

多くの水分補給を必要とするため脱水症状に注意し、体温調節機能が未熟であるため衣服

や室温により調節してあげる必要があります。 

また、免疫や抵抗力が弱いことから、清潔な食物・環境が必要です。 

その後心身は著しく発達し、食事も離乳食から幼児食へと変化しますが、誤飲や転落など

不慮の事故にも注意が必要です。 

６ 難病患者 

「難病」は、医学的に明確に定義された病気の名称ではありませんが、国では難病対策要

綱において、(1)原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない

疾病、(2)経過が 慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要す

るために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病｣と定義し、疾患を指定して

患者支援や調査研究等の対策を講じています。 

具体的には、難治性疾患克服研究事業における臨床調査研究対象疾患として１３０疾患を

指定し、調査研究等各種の対策を実施しており、県（保健福祉事務所）においても難病特

別対策推進事業として、難病患者の療養上、生活上の悩み等に関する相談・支援等を行っ

ています。 

また、そのうち特定疾患（５６疾患）については、保健福祉事務所（保健所）を窓口とし

て医療費公費負担制度が実施されています。 

難病患者は、運動麻痺や関節の機能障害などにより自力歩行や素早い避難行動が困難なこ

とが多く、その場合には、車イス、ストレッチャー等の移動用具と援助者の確保が必要で

す。 

また人工呼吸器等を常用している等医療依存度が高い場合には、災害時にも医療機器を作

動させ医療を継続する必要があり、医療機器、医薬品の確保等一層の配慮が必要です。 
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